
○教員養成に係る学内組織

 ◆下線が教職課程の実施・指導体制について全体的に審議を行う機関

※特に重要な議題について審議を行う場合、

　　教育研究審議会に提案を行う。

※経済学部の教職課程は2014年度に廃止。（2013年度入学生までを対象とする）

※法学部法律学科の教職課程は2019年度に廃止。（2018年度入学生までを対象とする）

※法学部政策科学科の教職課程は2025年度に廃止。（2024年度入学生までを対象とする）
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